
市政の動き
（３月16日～４月15日）

市役所等で行われた会議について、その内容を概略で
お知らせします。詳しくはホームページまで。

会議名など 内　容

３月16日（木）
平成28年度第３回長浜市子ども・子育て会議
担当課：子育て支援課 （☎65－6514）

長浜市子ども・子育て支援事業計画の中から、教育・保育サービ
スや地域子ども・子育て支援の事業量、提供量の現況について
説明を受け、質疑応答および意見交換を行いました。

３月17日（金）
長浜市定住自立圏共生ビジョン懇談会
総合戦略懇談会
担当課：総合政策課 （☎65－6505）

定住自立圏構想および市の地方創生の取組経過について、事務
局から説明を受けました。また、第２期共生ビジョンの見直し
および次年度以降の地方創生の取組について、意見交換を行い
ました。

３月21日（火）
第４回長浜市地域福祉計画検討委員会
担当課：社会福祉課（☎65－6536）

長浜市地域福祉計画の改訂に向けて、アンケート調査結果、グ
ループインタビュー結果、ワーキンググループでの協議等を踏
まえて作成された案について説明を受け、質疑応答および意見
交換を行いました。

３月23日（木）
第２回長浜旅館等建築規制審議会
担当課：都市計画課 （☎65－6562）

届出があった建築（増築）予定の旅館等について、長浜市環境保
全のための旅館等建築等規制条例第２条に規定する「特定旅
館」とは認められないことを確認しました。

３月23日（木）
第３回長浜市高齢者保健福祉審議会
担当課：高齢福祉介護課 （☎65－7789）

介護サービス整備検討部会の設置について承認するとともに、
第７期ゴールドプランの策定、第６期ゴールドプランの事業評
価、各種アンケート調査結果について審議および情報交換を行
いました。

３月23日（木）
第３回長浜市地域経営改革会議
担当課：行政経営改革課 （☎65－6702）

第３次行政改革大網アクションプラン評価（見込み）、長浜市公
共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画、官民パートナー
シップ実施計画、「チームでカイゼン」運動および平成29年度
の組織体制について事務局から説明を受け、内容を協議しまし
た。

３月24日（金）
第４回長浜市産業文化交流拠点整備推進会議
担当課：産業文化交流拠点整備室 （☎65－6907）

設計業者から、基本設計の概要と産業支援棟に関する説明を受
けました。また、これまで重ねてきた推進会議の内容について
意見交換を行いました。

３月27日（月）
長浜市みどりの基本計画検討委員会
担当課：都市計画課（☎65－6541）

長浜市みどりの基本計画一部改定（案）について、パブリックコ
メントの実施結果と改正に向けた今後の予定について報告を
受け、意見交換を行いました。

３月28日（火）
第３回長浜市森林ディレクション審議会
担当課：森林整備課 （☎65－6526）

長浜市森づくり計画の変更について、審議しました。また、平成
29年度事業と予算、その他関連事項について、報告および説明
を受けました。

ながはまテレビ　好評放映中！
ながはまテレビでは週末のイベントの様子がご覧になれます。

身近な話題から、新鮮な情報まで長浜のことがもっとよくわかる！

　◆毎週月曜日に更新　◆ 楽しいイベントの様子をお届け

※右のQRコードを読み取り、もしくはYouTube内で

　「ながはまテレビ」で検索してください

広報ながはま　2017年５月 12

で 広報ながはま をもっとお手軽に！
◆広報紙がスマートフォンやタブレット端末でいつでもどこでも読める
◆広報紙のバックナンバーも読める　◆ 地域のお好み情報をお届け

※QRコードを読み取ってアプリをダウンロードしてください

市立長浜病院職員を募集します

民生委員・児童委員にご相談ください

職　種 業務内容 採用予定人員 受　験　資　格

事務職
（上級）

病院経営事務 ３人程度 平成２年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人

■第１次試験日　７月８日（土）　■申込受付期限　６月23日（金）　当日消印有効

■試験会場　市立長浜病院
　受験申込書は担当課にあります。また、病院ホームページからダウン

ロードすることもできます。

　受験申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「事務職受験申込書

請求」と朱書きし、返信用封筒[角型２号]（120円切手を貼付して宛先、郵

便番号明記）を同封して、右記まで送付してください。

問合せ・申込先
長浜市病院事業職員選考委員会
（市立長浜病院事務局総務課内）
〒526-8580　大戌亥町313
☎６８－２３２４（直通）

民生委員制度は本年で創設100周年！
　それぞれの地域には、長きにわたり、支援が必要

な人と関係機関をつなぎ、また、人とひと、人と地

域とを結び、献身的な活動を続けている民生委員・

児童委員の皆さんがいます。

　高齢者やしょうがいのある人への支援が必要なと

き、子育て・介護での心配事や不安など、困ったこ

とがあるときは、一人で悩まず、地域の身近な相談

役の民生委員・児童委員、主任児童委員へお気軽に

ご相談ください。

民生委員・児童委員の活動
　民生委員・児童委員は次のような活動をしています。

○調査と実態把握
　　地域住民の生活状態を、必要に応じて適切に把

握することに努めています。

○相談・援助、情報提供
　　援助を必要とする人が、自立した日常生活を送

れるよう、生活に関する相談に応じ、助言その他

の援助を行います。

　　また、福祉サービスを適切に利用するために必

要な情報の提供を行います。

○関係団体との連携や行政機関への協力
  　社会福祉を目的とする事業者や団体等との連携

を深め、その事業や活動を支援するとともに、行

政機関の業務に協力します。

○地域福祉活動と民生委員児童委員協議会活動
  　地域で暮らす人の福祉の増進を図るための活動

を、必要に応じて行います。また、地区の民生委

員・児童委員で組織する「民生委員児童委員協議

会」で、委員同士の情報交換や連絡調整を図る例

会（月に１回程度）等の活動や、資質の向上を図

るための研修会に参加します。

主任児童委員の活動
　主任児童委員は、民生委員・児童委員の中で児童

福祉に関する事項を専門的に担当する委員で、地区

ごとに選任されています。

　児童福祉に関する機関と担当地区の民生委員・児

童委員との連絡調整や援助および協力を行います。

問社会福祉課（☎６５－６５３６）
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